
【基本事項】
１．飛び石対象は、「人・車・住宅」とする。「人・車」には、自ら離隔を監理できない高速道路関係者や他工事の作業員や工事用車両も含む。
２．飛び石対象との離隔が12m以上確保できる場合は、チップソーを使用する。
３．飛び石対象との離隔が12m以上確保できない場合は、トリマー式・揺動式草刈機等を使用する。ただし、作業一時中断で対応できる場合は、監視員を配置しチップソー使用可能とする。

合図の元、作業を一時停止する。

※通行車両・歩行者から２ｍ以上の離隔が

 取れない場合は一時停止する。

草刈作業時の使用機械選定フロー

協力会社・メンテによる計画・工程表作成段階・施工日、週間打ち合わせ時に、現地写真・航空写真を活用し施工機械を
選択をする。一般道 側道 草刈（切土・盛土）

側道 無 側道 有

規制 不要 規制 不要 規制 必要

橋梁下部 用地等 切土のり面 小段

切土のり面 小段 側道外-飛地

交通規制 通行止め規制

立ち入り防止柵境界 橋梁下部 用地等 交互規制・路肩規制・簡易規制 事前協議必要 事前協議 必要

隣接民家 無

歩行者 無 歩行者 無 通行車両 少 通行車両 無

側道外-飛地 側道隣接地等  側道隣接地等 側道隣接地等 ※右の条件以外 側道隣接地等

隣接民家 無 隣接民家 無 ※右の条件以外 隣接民家 無 ※右の条件以外

簡易規制・監視員対応 歩行者 少 歩行者 無

チップソー使用可能 チップソー使用可能 トリマー式・揺動式草刈機等 チップソー使用可能 チップソー使用可能

作業の一時停止は不要 作業の一時停止は不要 車両、歩行者の通行がある時は 歩行者の通行がある時は合図者の 作業の一時停止は不要

チップソー使用可能

※隣接民地までの離隔約12ｍ ※側道までの離隔確認約12ｍ 作業の一時停止は不要 ※隣接民地までの離隔約12ｍ ※隣接民地までの離隔約12ｍ ※隣接民地までの離隔約12ｍ

（責任者、作業員、警備員）
作業一時停止合図者を配置 （責任者、作業員、警備員）

（責任者、作業員、警備員）

高速道路 本線

規制 必要

現場監視者の配置 現場監視者の配置 現場監視者の配置 合図者の合図の元、作業を一時停止する。 現場監視者の配置

（責任者、作業員、警備員） （責任者、作業員、警備員） （責任者、作業員、警備員） 現場監視者の配置

路肩・車線規制 夜間通行止め規制

事前協議 必要 伊勢道（NEXCOが協議） 紀勢道（NEXCOが協議）

盛土・切土 路肩・中分 盛土・切土 路肩・中分 盛土・切土 路肩・中分 盛土・切土 路肩・中分

 確保できない場合は特に注意！ 他工事作業員 無

トリマー式・揺動式草刈機等 トリマー式・揺動式草刈機等 トリマー式・揺動式草刈機等 チップソー使用可能

通行車両 有 ※伊勢西IC〜伊勢IC 間の ※右の条件以外 隣接民家 無

 すべての箇所において  他業者との作業離隔が12ｍ以上 他工事車両 無

※径の太い草木等、上記機械で対応出来
ない場合は飛散防止ネットを使用しチッ
プソー使用可能。

（警備員） （責任者、作業員、警備員） （責任者、作業員、警備員）  作業の一時停止が必要

現場監視者の配置

（責任者、作業員、警備員）

作業の一時停止は不要 作業の一時停止は不要 作業の一時停止は不要 ※隣接民地・車両・人までの離隔約12ｍ

現場監視者の配置 現場監視者の配置 現場監視者の配置 ※他工事業者が接近してきた場合は、

※離隔 約12ｍの根拠
多治見事業所において過去にチップソーにて飛石
の検証実験を実施
11ｍまで飛石の飛散が確認された経緯があり

※ピンク枠部を追加


